
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

長野県では、平成27年度からルートインジャパン（株）様及びルートイングループ

代表 永山勝利 様からの寄附をもとに基金を創設し、児童養護施設等に入所されてい

た方で大学等に進学した学生を支援するための奨学金給付事業を実施しています。 

今年度も以下のとおり奨学生を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１ 事業概要 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に基づく長野県の措置を受けていた児童が、大学等に

進学した場合に奨学金を給付します。 

 

２ 対象者  

次の要件を全て満たす方 

(1) 高校就学相当年齢において、長野県から児童養護施設への入所又は里親への委託等、措置

を受けたことのある方 

(2) 満 21歳に達する年度までに大学、短期大学、専門学校等に入学した方 

(3) 大学等の定める学則に規定する正規の在学期間の終期までの期間が 1年を超える方 

(4) その他、所要の要件を満たす方 

 

３ 募集期間 

令和６年５月 10日（金）まで（郵送の場合は当日消印有効） 

 

４ 申込方法及び提出先 

 郵送又は持参 

〒380-8570（郵送時住所不要専用番号） 

長野市大字南長野字幅下６９２-２ 

長野県県民文化部こども若者局 こども・家庭課 家庭支援係 まで 

 

５ 奨学生の選考等  

選考委員会の意見を聴取し、６月中旬までに選定を行う予定です。 

 

※詳細については、別添募集要項をご覧ください 

 

 

長野県（県民文化部）プレスリリース  令和６年（2024 年）4 月 12 日 

 

〔ルートイングループ寄附金等活用〕 

長野県飛び立て若者奨学金の奨学生を募集します 
 

（問合せ先） 

担当 県民文化部 こども若者局 

こども・家庭課 家庭支援係 兒玉  

電 話  026-235-7095（直通） 

026-232-0111（代表）内線 2355 

F A X  026-235-7390 

E-mail  kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 


